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日医発第443号（年税12） 

平成２１年８月１８日 

 

都道府県医師会長 殿 

                 日本医師会長 
 唐 澤 祥 人 

 

 

医療機関に関わる税制問題について 

－地方税(事業税等)・国税（租税特別措置)－ 
 

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、緊迫する政治状況の中で、税制につきましては、とりわけ地方税と国

税（租税特別措置）の医療機関に対する特例措置等が見直しの対象となった場

合には、医療機関に大きな影響が及ぶことが懸念されます。 

そこで、医療機関に対する地方税の各種非課税措置等について、下記の通り

論点整理を行うとともに、日本医師会・都道府県医師会・郡市区医師会の税制

要望等を行う上での役割についての考え方をとり纏めお示ししますので、ご理

解を賜りますようお願い申し上げます。 

また、医療機関に関わる主な租税特別措置の一覧を作成いたしましたので、

ご参考いただければ幸いです(参考資料３をご参照ください)。 

 

 

記 

 
 
1. 地方税と「地方分権改革」の流れ 
「地方分権改革」の流れを受けて、地方税についても、課税自主権の拡大、す

なわち地方税の課税標準及び税率等について、できうる限り地方自治体が決定

すべきであるとの考え方が急速に強まっております。 

 わが国の地方税は、国が定める地方税法で全体の枠組みが決められ、各地方

自治体はその枠組みの中で、その地方税の課税標準、税率等について条例で定

めるという仕組みとなっています。しかしながら、地方自治体の課税自主権の

観点から、地方税法に非課税措置等が講じられているケースについて、課税自

主権を制限するものとして、非課税措置等の整理縮小の主張につながることも

ありえます。 

 全国知事会では、地方税法で定めている各種の非課税措置の整理縮小と新設

等の抑制を求めており、とりわけ事業税の社会保険診療報酬に対する非課税措

置の廃止を主張しています1。また、全国市長会も、同様に地方税法上の、とり

                                                  
1 全国知事会「平成 22 年度国の施策並びに予算に関する提案・要望(総務省関係)」(平成 21
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わけ、固定資産税の非課税措置等の整理合理化を主張しています2。これらの点

については、他の主要な地方団体だけでなく、総務省も足並みを揃えていると

ころですので、その旨ご承知おき願います（参考資料１をご参照ください）。 

○参考資料１ 医療機関に関わる地方税法上の主な非課税措置等 

 

 

２.地方税の税制改正に対する日医、都道府県医師会・郡市区医師会の役割 

 地方自治は憲法で保障されておりますが、国の政策を阻害することのないよ

う、地方税法において一定の非課税措置等を講ずることも否定されるべきもの

ではありません。 

 医療機関の公益性に応じた措置として、地方税法において一定の非課税措置

等を講ずることは十分に合理性を有しており、社会保険診療報酬に係る事業税

の非課税措置等現行制度の存続については、引き続き日医の課題として取り組

んでまいります。 

 一方、医療機関に対する各種減免措置等については、各地域の実情に応じて

従来から地方自治体ごとに条例で定められてきております（参考資料２をご参

照ください）。これらの措置の存続や創設等の要望について、日医としては、都

道府県医師会あるいは郡市区医師会に対して情報提供等の支援を行ってまいり

ますが、地方自治体の「課税自主権」そのもの（地方税法ではなく地方自治体

の独自の判断に基づく措置）として働きかけるべきものであることから、都道

府県医師会あるいは郡市区医師会が取り組んでいただく必要があります。また、

そのような活動は、上記の地方税法上の措置について、地方自治体や地域住民

の理解を得ることにもつながります。 

なお、医師会立開放型病院等の固定資産税等減免措置については、その根拠

となる旧自治省通知（昭和３９年）は旧民法３４条法人を対象としたものとな

っていますが、平成２０年１２月の新公益法人制度施行後も当該通知は取り消

されておらず、一般社団法人等へ移行した場合においても開放型病院等の公益

性は何ら変わるものではないことから、引き続き存続されるべきものであると

考えております。 
○参考資料２ 医療機関に関わる地方自治体が独自に定める主な減免措置 

 

                                                                                                                                                  
年 7 月 14 日) 
2 全国市長会「平成 21 年度年税制に関する意見」(平成 20 年 8 月) 



内容 条文 対象業種 日医要望（特に記載のない限り２２年度要望内容）

社会保険診療報酬等に対する事業税非課税措置
第７２条の２,第７２条の２３、
第７２条４９の８

医療機関限定 存続要望

医療法人に対する事業税軽減措置 第７２条の２４の７ 医療機関限定 存続要望

社会医療法人が救急医療等確保事業の用に供する病院及び診療所に係る
固定資産税等非課税措置

第７３条の４第１項第８号の２、
第３４８条第２項第１１号の５

医療機関限定 21年度税制要望→実現

周産期医療の連携を担う分娩施設に係る不動産取得税減免措置 附則第１１条第２９項 医療機関限定 適用期限延長要望

社会医療法人・医師会等が設置する看護学校等に対する固定資産税等非課税措置
第７３条の４第１項第３号の２
第３４８条第２項第９号の２ 21年度税制要望→実現

一般社団・財団法人立の福祉病院に対する固定資産税等非課税措置

第７３条の４第１項第４号の７、
第３４８条第２項第１０号の６、
施行令第３６条の１０、
第４９条の１５

医療機関限定 経過措置を恒久措置へ要望

参考資料１　医療機関に関わる地方税法上の主な非課税措置等

（参考）
・　民主党「民主党政策集　ＩＮＤＥＸ２００９」（２００９年７月）より
　地方税については、地方6団体、総務大臣、新たな政府税制調査会が対等の立場で協議を行います。
・　民主党「民主党税制改革アクションプログラム」（２００８年１２月２４日）より
　地方税については、地方６団体、総務大臣、および新たな政府税制調査会が対等の立場で協議を行う。
　将来的には、地方６団体を核とし、地方自治体の主体的判断に委ねる仕組みとする。
　
・　全国知事会「平成２２年度国の施策並びに予算に関する提案・要望（総務省関係）」（平成２１年７月１４日）より
　・ 事業税における社会保険診療報酬に係る課税の特別措置の見直し
　　（ 所得計算の特例及び医療法人に対する軽減税率の適用の撤廃） を行うこと。
　・ 地方税における非課税等特別措置について、極力、整理合理化を図り、新設・拡充は厳に抑制すること。
　　また、国税における租税特別措置についても、地方税への影響を遮断すること。



 

 

参考資料２  

医療機関に関わる地方自治体が独自に定める主な減免措置 

 

 

① 保険医療機関に対する固定資産税減免措置等 
保険医療機関の公益性などを考慮し、地方自治体の独自の判断に基

づき定めたもので、減免の対象や減免割合等はまちまちである。 

なお、保険医療機関に対する減免措置については、政令指定都市で

は、現在 17 都市のうち 5都市で講じられている。 

例えば、ある市では、保険医療機関に対する固定資産税減免措置は

平成 21 年 3 月で廃止となったが、現時点で、休日急病診療所に対する

固定資産税減免措置、介護老人保健施設に対する固定資産税減免措置

がある。 

 

② 医師会立開放型病院等の固定資産税・都市計画税・不動産取得税減免

措置 
旧自治省の通知（昭和 39 年）により、地方自治体に対して、医師会

立開放型病院等の公益性などを考慮し、地方自治体の独自の判断に基

づき減免措置を講じるよう指導されてきた。 

しかし、平成 12 年 4 月の地方分権一括法の施行により、国の通知は

従来の「指導」から「助言」という位置づけに変わり、従前の通知は

拘束力を失うこととなった1。 

 

                                                  
1 河野栄、「平成１３年度の地方財政運営について」、『地方財政』、2001.6、P.20 

 平成 13 年 4 月 20 日事務次官通知（総財財第 36 号各都道府県知事あて総務事務次官通知）

において、「平成 12 年 4 月 1日に地方分権一括法が施行されて、機関委任事務が廃止され

たところであり、機関委任事務制度に係る指揮監督権に基づき地方団体に対し発出されて

いた当省関係の通達等は、その拘束力を失っているものであることに留意する」こととさ

れている。 



内容 条文 対象業種 日医要望（特に記載のない限り２２年度要望内容）

社会保険診療報酬の所得計算の特例措置（いわゆる四段階制） 第２６条、第６７条 医療機関限定 存続要望

医療用機器特別償却制度
第１２条の２、
第４５条の２第１項 医療機関限定 ２１年度に延長要望→実現、２２年度に拡充要望

療養病床の特定施設への転換時における改修に係る特別償却制度 第４５条の２第２項 医療機関限定 ２１年度に延長要望→実現

医療法の構造設備基準に適合する病院用建物への建替え等に係る特別償却制度
第１２条の３、
第４５条の２第３項 医療機関限定 ２１年度に延長要望→実現

特定医療法人の法人税率の特例 第６７条の２ 医療機関限定 現行の軽減税率（２２％）を非課税に

中小企業投資促進税制 第１０条の３、第４２条の６ 延長及び拡充要望

情報基盤強化税制 第１０条の６、第４２条の１１ 延長及び拡充要望

エネルギー需給構造改革投資促進税制 第１０条の２、第４２条の５ ２１年度に延長要望→実現

事業所内託児施設の割増償却制度 第４６条の４ ２１年度に延長要望→実現

人材投資促進税制
第１０条の７、
第４２条の７第５項 ２１年度に延長及び拡充を要望→延長のみ実現

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 第６９条の４

特定事業用宅地等である小規模宅地等の特例対象面積を
現行の400㎡から500㎡に拡大するとともに、その評価割合
を20％から10％に引き下げること

寄付税制（現物資産を寄付した場合の寄付者に対する措置） 第４０条

社会医療法人も特定医療法人と同様に対象とするこ
と

寄附税制（相続財産を寄付した場合の寄付者に対する措置） 第７０条

社会医療法人及び特定医療法人も社会福祉法人と同様に
対象とすること

非上場株式等についての贈与税の納税猶予 第７０条の７ 経過措置型医療法人も対象とすること

非上場株式等についての相続税の納税猶予 第７０条の７の２ 経過措置型医療法人も対象とすること

参考資料３　医療機関に関わる主な租税特別措置

（参考）
・　「民主党政策集　ＩＮＤＥＸ２００９」（２００９年７月）より
　　　租税特別措置透明化法の制定
　　　租税特別措置について、減税措置の適用状況、政策評価等を明らかにした上で、
　　恒久化あるいは廃止の方向性を明確にする「租税特別措置透明化法」を制定します。
　　　特定の企業や団体が本来払うはずの税金を減免される点で、租税特別措置（租持）は
　　実質的な補助金であると言えます。しかし、民主党の調査の結果、税務当局も要求官庁
　　も各租特の必要性や効果を十分に検証しておらず、国民への説明責任を全く果たして
　　いない実態が浮かび上がってきました。
　　　租特の透明化を進める中で、租特を含めた実質的な負担水準を明らかにし、それにより
　　課税ベースが拡大した場合には、法人税率の水準を見直していきます。


